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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

第１四半期
連結累計期間

第72期
第１四半期
連結累計期間

第71期

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

自 2022年４月１日
至 2022年６月30日

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売上高 (千円) 2,214,474 2,317,687 10,076,306

経常利益 (千円) 285,499 267,664 1,087,815

親会社株主に帰属する四半期（当期）
純利益

(千円) 198,365 161,365 709,122

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 322,692 277,634 1,068,823

純資産額 (千円) 10,143,070 10,944,741 10,917,275

総資産額 (千円) 12,317,384 13,320,244 13,451,809

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 23.87 19.35 85.13

潜在株式調整後１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 82.3 82.2 81.2

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

2022年４月１日に持株会社体制への移行準備として分割準備会社である菊水電子準備株式会社及び菊水エムズ株式

会社の２社を設立いたしました。当該分割準備会社２社は、当第１四半期連結累計期間より連結子会社としておりま

す。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

また、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

a 経営成績

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染状況の落ち着きに伴う各種行動制

限の緩和や世界経済の堅調な回復を背景に、緩やかに持ち直しの動きが続いております。しかしながら、感染症

再拡大や世界的な半導体を含む部品等の供給不足と価格の上昇、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化に伴う資

源価格の高騰、中国のゼロコロナ政策による経済活動の抑制に伴う物流の混乱と供給面での制約、更に円安によ

る物価上昇の影響など、依然として予断を許さない状況が続いております。

また、海外経済においては、欧米先進国を中心に回復基調にあるものの、原材料価格の上昇、ウクライナ情勢

や中国のゼロコロナ政策及びこれらを起因とした世界的なインフレ圧力などによる景気回復基調の鈍化懸念等、

先行きは不透明感が強いまま推移しております。

一方、当社グループが属する電気計測器業界においては、世界各国でのカーボンニュートラル実現に向けた取

り組み等により、自動車関連市場、電池関連市場及び半導体関連市場、また、５Ｇ(第５世代移動通信システム)

関連市場など、グローバルで需要の回復が進んでおります。

このような状況の中、当社グループは、中国上海のロックダウン(都市封鎖)の影響により、現地子会社におい

て営業活動や物流の制約を受けたものの、受注環境は好調に推移しており、グローバル需要を捉えるべく、重点

市場である航空宇宙、電池、自動車のＣＡＳＥ(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)、サーバー・

ＩＣＴ(情報通信技術)関連市場へ顧客ニーズに合わせたソリューション提案営業を積極的に展開し、感染拡大防

止に対応したオンライン商談や海外物流網の混乱に対する輸送ルートや積載スペースの確保並びにＷｅｂを活用

した販売促進活動等を進めるなど売上拡大に努めるとともに、原材料の長納期化に対応すべく部品調達活動、生

産活動にも努力を重ねてまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、米国、中国を中心に海外売上高が好調に推移したことによ

り、23億１千７百万円(前年同四半期比4.7％増)となりました。

損益面におきましては、部品調達価格等仕入コストの上昇等により、営業利益１億９千５百万円(前年同四半期

比25.8％減)、経常利益２億６千７百万円(前年同四半期比6.2％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益１億６

千１百万円(前年同四半期比18.7％減)となりました。

当社は、2022年10月１日(予定)を効力発生日として、持株会社体制へ移行することとしております。その移行

準備として2022年４月１日に分割準備会社である菊水電子準備株式会社及び菊水エムズ株式会社の２社を設立い

たしました。当該分割準備会社２社は、当第１四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。

当社グループは、電気計測器等の製造、販売を行っているものであり、セグメントは単一であります。したが

いまして、セグメントごとに経営成績の状況は開示しておりません。

　

なお、当社グループにおける営業品目の製品群別売上の概況は、次のとおりであります。
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《電子計測器群》

電子計測器群では、航空機器用電子機器の測定器は動きがなく低調に推移いたしましたが、安全関連試験機器

は、ＥＶ(電気自動車)用バッテリの耐電圧・絶縁試験抵抗試験器として電池関連市場並びにパワー半導体関連市

場向けに好調に推移いたしました。

以上の結果、売上高は５億９千１百万円(前年同四半期比6.0％増)となりました。

　

《電源機器群》

電源機器群では、直流電源は、宇宙産業市場、車載関連市場、半導体関連市場への評価試験や製造設備用とし

て好調に推移いたしました。交流電源は、車載関連市場、ＩＣＴ関連市場及びエネルギー関連市場への評価試験

や製造設備用として好調に推移いたしました。電子負荷装置は、次世代自動車関連市場及びエネルギー関連市場

への評価試験用として好調に推移いたしました。

以上の結果、売上高は16億３千７百万円(前年同四半期比4.0％増)となりました。

《修理・校正サービス等》

修理・校正サービス等につきましては、特記すべき事項はありません。

当該修理・校正サービス等の売上高は、８千８百万円(前年同四半期比9.3％増)となりました。

上記に含まれる海外市場の売上の概況は以下のとおりであります。

　

《海外市場》

米国では、宇宙産業市場及び設備投資が活況な半導体関連市場への直流電源やグリーンエネルギー政策により

需要が拡大しているエネルギー関連市場への交流電源が好調に推移いたしました。

欧州では、車載関連市場への直流電源や電子負荷装置が好調に推移いたしました。

アジアにおいては、中国では、ロックダウン期間中は物流が混乱しましたが、ロックダウンの解除と共に徐々

に回復し、また、輸送ルートの確保やオンライン商談に努めた結果、電池関連市場への安全関連試験機器及び車

載関連市場への直流電源がそれぞれ好調に推移いたしました。一方、韓国では、車載関連市場への直流電源及び

電子負荷装置に動きがなく、低調に推移いたしました。東南アジアでは、ＩＣＴ関連市場への交流電源、次世代

自動車関連市場への交流電源や電子負荷装置が好調に推移いたしました。

以上の結果、海外売上高は12億６千１百万円(前年同四半期比9.6％増)となりました。

　

b 財政状態

当第１四半期連結会計期間における総資産は、好調な受注環境の中で安定した生産活動等のための商品及び製

品、原材料及び貯蔵品の増加に加え、一部の部品等の納入遅延等もあり、仕掛品が増加したものの、未払法人税

等の納税及び配当金の支払い等による現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ１億３千１百万円

減少し、133億２千万円となりました。

負債は、未払法人税等の納税並びに賞与及び役員賞与の支給等による賞与引当金及び役員賞与引当金が減少し

たことにより、前連結会計年度末に比べ１億５千９百万円減少し、23億７千５百万円となりました。

純資産は、配当の実施により剰余金が減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上及び投資有

価証券の期末時価の上昇によるその他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べ２千７百万

円増加し、109億４千４百万円となりました。
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(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載については重要な変更はありません。なお、新

型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りにつきましては、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸

表 注記事項（追加情報）」に記載のとおりであります。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、基本方針に照ら

し不適切な買付行為の防止の取り組みとして、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続を決議

し、2022年６月29日開催の当社第71回定時株主総会において承認を得ております。その内容等(会社法施行規則第

118条第３号に掲げる事項)については、軽微な修正を施している箇所がありますが、当第１四半期連結累計期間に

おいて重要な変更ありません。

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は２億７千９百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

(会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結)

当社は2022年５月13日開催の取締役会において、当社の100％子会社として2022年４月１日に設立した菊水電子準

備株式会社に対して販売、修理・校正サービス及び研究開発機能を承継させる吸収分割を行うため、菊水電子準備株

式会社との間で吸収分割契約を締結することを決議し、同日吸収分割契約を締結いたしました。

また、当社は2022年５月13日開催の取締役会において、当社の100％子会社として2022年４月１日に設立した菊水

エムズ株式会社に対して製造機能を承継させる吸収分割を行うため、菊水エムズ株式会社との間で吸収分割契約を締

結することを決議し、同日吸収分割契約を締結いたしました。

なお、持株会社体制への移行につきましては、2022年６月29日開催の当社第71回定時株主総会において関連議案が

承認可決されました。

会社分割による持株会社体制への移行

１．持株会社体制へ移行する目的

当社は2021年度に創立70年を迎えました。この間「計測と電源のエキスパート」企業として、電子計測器・電

源機器の製造販売事業等を展開し、高品質の製品を提供することで、お客様から必要とされる企業を目指し、事

業拡大に取り組んで参りました。

当社グループが更なる企業価値の向上と持続的な成長を実現するためには、より一層の経営基盤の強化と経営

の効率化や市場環境の変化に柔軟に対応できるよう、グループガバナンスの強化及び経営資源配分の最適化並び

に次世代に向けた経営人材の育成、機動的な組織体制を構築することが必要であると考えております。

当社は、2021年10月28日開催の取締役会において、持株会社体制への移行に向けた検討を開始することを決議

して以降、これまでの間、事業や組織の在り方や運営体制、ガバナンス体制の検討を行って参りました。その検

討の結果、当社は持株会社体制へ移行することにより、機動的な組織構造を実現しつつ、次世代に向けた経営人

材を育成することが、次世代の当社グループの設計として最善と考えるに至ったものであります。
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２．持株会社体制への移行の要旨

　(1) 本分割の日程

準備会社設立(２社)取締役会決議 2022年３月31日

準備会社設立(２社) 2022年４月１日

吸収分割契約承認取締役会決議 2022年５月13日

吸収分割契約締結 2022年５月13日

吸収分割契約承認株主総会 2022年６月29日

吸収分割の効力発生日及び分割登記 2022年10月１日 (予定)

　(2) 本分割の方式

当社を吸収分割会社として、菊水電子準備株式会社及び菊水エムズ株式会社を吸収分割承継会社とする吸収

分割であります。また、当社は菊水ホールディングス株式会社と社名変更し、持株会社として引き続き上場を

維持する予定であります。

　(3) 本分割に係る割当の内容

承継会社２社は本分割に際し、承継会社２社がそれぞれ承継する承継対象権利義務の対価として、当社に対

して株式その他の金銭等の割当ては行いません。

　(4) 本分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

　(5) 本分割により増減する資本金等

本分割による当社の資本金の増減はありません。

　(6) 承継会社が承継する権利義務

本分割により、承継会社２社は、効力発生日において、当社の営む当社製品の販売及び開発事業並びに当社

製品の製造事業に関する資産、負債、契約上の地位その他の権利義務(本吸収分割契約に別段の定めがあるも

のを除きます。)をそれぞれ承継いたします。なお、本分割により承継会社２社が当社から承継する債務につ

いては、いずれも免責的債務引受の方法により承継するものといたします。

　(7) 債務履行の見込み

当社及び承継会社２社いずれも、本分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、本

分割後に負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていません。したがいまし

て、本分割において、当社及び承継会社２社の債務の履行の見込みにつきましては、問題がないと判断してお

ります。
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３．本分割の当事会社の概要

　(1) 分割会社の概要

分割会社(当社)

(2022年３月31日現在)

(1) 商号
菊水電子工業株式会社

(2022年10月１日付で「菊水ホールディングス株式会社」に商号変更予定。）

(2) 所在地 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目１番３号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 一夫

(4) 事業内容 各種電子計測器、産業用電源装置、ソフトウェアの設計、製造、販売及び輸出入

(5) 資本金 2,201百万円

(6) 設立年月日 1951年８月８日

(7) 発行済株式数 9,900,000株

(8) 決算期 ３月31日

(9) 大株主及び持株比率

株式会社ケーティーエム 10.9％

菊水取引先持株会 10.1％

菊水電子工業従業員持株会 4.5％

株式会社みずほ銀行 4.3％

小林 寛子 4.2％

日本生命保険相互会社 3.6％

アジア電子工業株式会社 3.5％

ケル株式会社 2.6％

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2.6％

橋本 幸雄 2.3％

　(2) 承継会社の概要

承継会社１

(2022年４月１日現在)

承継会社２

(2022年４月１日現在)

(1) 商号

菊水電子準備株式会社

(2022年10月１日付で「菊水電子工業株式

会社」に商号変更予定。)

菊水エムズ株式会社

(2) 所在地
神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目１番３

号
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山2805番地

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 松村 尚彦 代表取締役 流石 昭仁

(4) 事業内容
当社製品の販売、開発事業及びこれらに関

連する輸出入事業

当社製品の生産及び当該事業に関連する輸

出入事業

(5) 資本金 100百万円 100百万円

(6) 設立年月日 2022年４月１日 2022年４月１日

(7) 発行済株式数 2,000株 2,000株

(8) 決算期 ３月31日 ３月31日

(9) 大株主及び持株比率 当社 100.0％ 当社 100.0％

(10)当社との関係

資本関係
当社の100％出資の子会社であ

ります。
資本関係

当社の100％出資の子会社であ

ります。

人的関係
当社より取締役３名及び監査役

１名を派遣しております。
人的関係

当社より取締役１名及び監査役

１名を派遣しております。

取引関係

営業を開始していないため、現

時点における当社との取引関係

はございません。

取引関係

営業を開始していないため、現

時点における当社との取引関係

はございません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年８月４日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,900,000 9,900,000
東京証券取引所
スタンダード

単元株式数は100株でありま
す。

計 9,900,000 9,900,000 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年６月30日 － 9,900,000 － 2,201,250 － 1,936,250

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(2022年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2022年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

－ －
普通株式 1,561,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,335,800 83,358 －

単元未満株式 普通株式 3,200 － －

発行済株式総数 9,900,000 － －

総株主の議決権 － 83,358 －

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

② 【自己株式等】

2022年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
菊水電子工業株式会社

神奈川県横浜市都筑区
東山田１－１－３

1,561,000 － 1,561,000 15.8

計 － 1,561,000 － 1,561,000 15.8

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2022年４月１日から2022年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,995,602 2,429,433

受取手形及び売掛金 1,662,894 1,605,625

電子記録債権 607,942 683,067

商品及び製品 770,053 860,607

仕掛品 630,139 713,671

原材料及び貯蔵品 1,396,357 1,561,533

その他 123,937 187,429

流動資産合計 8,186,927 8,041,369

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 533,511 518,971

土地 1,454,495 1,454,495

その他（純額） 377,469 359,910

有形固定資産合計 2,365,476 2,333,378

無形固定資産 99,321 92,307

投資その他の資産

投資有価証券 1,890,736 1,933,241

その他 911,363 921,964

貸倒引当金 △2,015 △2,015

投資その他の資産合計 2,800,085 2,853,189

固定資産合計 5,264,882 5,278,875

資産合計 13,451,809 13,320,244

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 909,969 924,927

未払法人税等 353,823 109,796

賞与引当金 249,627 93,849

役員賞与引当金 58,000 －

製品保証引当金 7,812 6,756

その他 381,352 634,666

流動負債合計 1,960,583 1,769,996

固定負債

退職給付に係る負債 137,770 133,132

その他 436,179 472,374

固定負債合計 573,950 605,506

負債合計 2,534,534 2,375,502
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,201,250 2,201,250

資本剰余金 2,781,694 2,781,694

利益剰余金 5,749,580 5,660,778

自己株式 △774,514 △774,514

株主資本合計 9,958,010 9,869,208

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 799,660 859,788

為替換算調整勘定 138,917 196,131

退職給付に係る調整累計額 20,687 19,614

その他の包括利益累計額合計 959,265 1,075,533

純資産合計 10,917,275 10,944,741

負債純資産合計 13,451,809 13,320,244
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 2,214,474 2,317,687

売上原価 1,056,564 1,193,492

売上総利益 1,157,910 1,124,195

販売費及び一般管理費 894,560 928,901

営業利益 263,349 195,293

営業外収益

受取利息 859 891

受取配当金 23,941 47,811

為替差益 － 13,929

その他 6,872 11,150

営業外収益合計 31,672 73,783

営業外費用

支払利息 681 756

為替差損 8,151 －

支払手数料 499 499

その他 190 156

営業外費用合計 9,523 1,412

経常利益 285,499 267,664

税金等調整前四半期純利益 285,499 267,664

法人税等 87,133 106,298

四半期純利益 198,365 161,365

親会社株主に帰属する四半期純利益 198,365 161,365

　



― 14 ―

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 198,365 161,365

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 115,671 60,127

為替換算調整勘定 7,960 57,213

退職給付に係る調整額 694 △1,072

その他の包括利益合計 124,326 116,268

四半期包括利益 322,692 277,634

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 322,692 277,634

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

連結の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間より、持株会社体制への移行準備として新たに設立した菊水電子準備株式会社及び

菊水エムズ株式会社を連結の範囲に含めております。これらの連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一

致しております。

（会計方針の変更等）

当第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

会計方針の変更

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。)を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ

て適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（追加情報）

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて

新型コロナウイルス感染症の世界規模での拡大は、経済や企業活動に広範な影響を与える事象であり、当感染

症の収束時期やその影響の程度を合理的に予測することは困難なことから、当社グループでは新型コロナウイル

ス感染症の感染状況やワクチン接種の進捗状況等外部の情報源に基づく分析等を踏まえて、当連結会計年度以降

の一定期間にわたり当該影響が継続するものの、会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないとの仮定の

もと当該見積りを行っており、前連結会計年度末の仮定について、重要な変更は行っておりません。

なお、新型コロナウイルス感染症の脅威は、国内外によるワクチン接種の進捗状況や変異株の感染拡大懸念に

より先行きの不確実性が高く、今後、事態が長期化した場合、世界的な経済活動の停滞に伴い売上高が減少する

等、前提とした条件や仮定に変化が生じた場合には、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

減価償却費 62,105千円 60,305千円

（株主資本等関係）

　

前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 166,190 20 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月29日
定時株主総会

普通株式 250,168 30 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

（セグメント情報等）

当社グループは、電気計測器等の製造、販売を行っているものであり、セグメントは単一であるため、記載を省略

しております。

（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）

当社グループは、電気計測器等の製造、販売を行っており、セグメントは単一であります。当社グループの売上高

は全て顧客との契約から生じたものであります。

なお、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

(1) 製品及びサービスごとの分解情報

(単位：千円)

電子計測器 電源機器
修理・校正
サービス等

合計

一時点で履行義務が充足する財
又はサービス

558,674 1,575,220 80,407 2,214,303

一定の期間にわたり履行義務が
充足する財又はサービス

－ － 171 171

顧客との契約から生じる収益 558,674 1,575,220 80,579 2,214,474

外部顧客への売上高 558,674 1,575,220 80,579 2,214,474

(2) 地域ごとの分解情報

(単位：千円)

日本 北米 中国
その他
アジア

ヨーロッパ
その他の
地域

合計

一時点で履行義
務が充足する財
又はサービス

1,063,685 164,531 538,732 340,216 100,982 6,153 2,214,303

一定の期間にわ
たり履行義務が
充足する財又は
サービス

171 － － － － － 171

顧客との契約か
ら生じる収益

1,063,857 164,531 538,732 340,216 100,982 6,153 2,214,474

外部顧客への売
上高

1,063,857 164,531 538,732 340,216 100,982 6,153 2,214,474
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当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）

当社グループは、電気計測器等の製造、販売を行っており、セグメントは単一であります。当社グループの売上高

は全て顧客との契約から生じたものであります。

なお、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

(1) 製品及びサービスごとの分解情報

(単位：千円)

電子計測器 電源機器
修理・校正
サービス等

合計

一時点で履行義務が充足する財
又はサービス

591,978 1,637,597 88,112 2,317,687

一定の期間にわたり履行義務が
充足する財又はサービス

－ － － －

顧客との契約から生じる収益 591,978 1,637,597 88,112 2,317,687

外部顧客への売上高 591,978 1,637,597 88,112 2,317,687

(2) 地域ごとの分解情報

(単位：千円)

日本 北米 中国
その他
アジア

ヨーロッパ
その他の
地域

合計

一時点で履行義
務が充足する財
又はサービス

1,056,538 223,537 574,037 309,039 149,584 4,951 2,317,687

一定の期間にわ
たり履行義務が
充足する財又は
サービス

－ － － － － － －

顧客との契約か
ら生じる収益

1,056,538 223,537 574,037 309,039 149,584 4,951 2,317,687

外部顧客への売
上高

1,056,538 223,537 574,037 309,039 149,584 4,951 2,317,687
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

１株当たり四半期純利益 23円87銭 19円35銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 198,365 161,365

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
(千円)

198,365 161,365

普通株式の期中平均株式数(株) 8,309,507 8,338,945

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

・譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

　当社は、2022年７月28日開催の取締役会において、以下のとおり譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下

「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしました。

１ 処分の概要

(1)処分期日
当社取締役(グループＡ※) 2022年８月19日
当社取締役(グループＢ※) 2022年10月19日

(2)処分する株式の種類及び総数 当社普通株式 28,597株

(3)処分価格 １株につき 986円

(4)処分総額 28,196,642円

(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数
当社取締役(グループＡ) ３名 15,668株
当社取締役(グループＢ) ４名 12,929株

(6)その他
本自己株式処分については、金融商品取引法による
有価証券通知書を提出しております。

※ 当社は、2022年10月１日に持株会社体制への移行を予定しており、2022年６月29日開催の当社第71回定時

株主総会において株主の皆様のご承認を得ております。上記割当予定先の当社取締役は社外取締役を含ま

ず、当該持株会社体制への移行日以降も継続し取締役の地位に留まる者を取締役(グループＡ)、取締役を辞

任し引き続き当社のその他役位に就任するとともに当社子会社の取締役に就任する予定の者を当社取締役

(グループＢ)といいます。

２ 処分の目的及び理由

　当社は、2019年５月14日開催の取締役会において、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」とい

う。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の

価値共有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」とい

う。)を導入することを決議いたしました。なお、2019年６月27日開催の第68回定時株主総会において、本制度

に基づき対象取締役に譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を総額で年48百万円以内で支給すること

及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を30年間と定める事につき、ご承認をいただいております。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年８月４日

菊水電子工業株式会社

取締役会 御中

　

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所

　
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山 本 秀 仁

　
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 谷 口 公 一

　

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている菊水電子工業株

式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2022年４月１日から2022年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、菊水電子工業株式会社及び連結子会社の2022年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

　



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注)１ 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２ ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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